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(57)【要約】
　本発明は、硬化シリコーン組成物とプラスチックとを分別する方法に関する。該方法の
第１の工程は、硬化シリコーン組成物及びプラスチックを、硬化シリコーン組成物の比重
とプラスチックの比重との間の比重を有する液体と併せることを含む。該方法の第２の工
程は、硬化シリコーン組成物及びプラスチックを液体中で層別化させることを含み、第３
の工程は、液体から層の一方を除去することによって、硬化シリコーン組成物とプラスチ
ックとを物理的に分別することを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬化シリコーン組成物とプラスチックとを分別する方法であって、
　Ｉ）硬化シリコーン組成物及びプラスチックを該硬化シリコーン組成物の比重と該プラ
スチックの比重との間の比重を有する液体と併せること、
　ＩＩ）硬化シリコーン組成物層及びプラスチック層を形成するために、該硬化シリコー
ン組成物及び該プラスチックを該液体中で層別化させること、及び
　ＩＩＩ）該硬化シリコーン組成物層又は該プラスチック層のいずれかを該液体から除去
することによって、該硬化シリコーン組成物及び該プラスチックを物理的に分別すること
、
を含む硬化シリコーン組成物とプラスチックとを分別する方法。
【請求項２】
　前記液体が約１の比重を有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記硬化シリコーン組成物が、オルガノポリシロキサンと中空粒子とを含み、該中空粒
子が、前記硬化シリコーン組成物の比重を１未満に低減させるのに十分な量で該硬化シリ
コーン組成物中に存在する請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記中空粒子がガラス球を含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ガラス球が、８，０００ｐｓｉよりも大きいアイソスタチック破砕強度を有する請
求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ガラス球が、０．５～０．８ｇ／ｃｍ3の平均密度を有する請求項３に記載の方法
。
【請求項７】
　前記ガラス球が、前記硬化シリコーン組成物全体に均一に分布している請求項３に記載
の方法。
【請求項８】
　前記プラスチックが、ＰＥＴ及びＡＢＳから成る群から選択される請求項１に記載の方
法。
【請求項９】
　前記硬化シリコーン組成物を射出成形によって形成する請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記オルガノポリシロキサンが、（Ａ）各分子中に少なくとも２つのケイ素結合アルケ
ニル基を含有するアルケニルポリシロキサン、（Ｂ）各分子中に少なくとも２つのケイ素
結合水素原子を含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン及び（Ｃ）白金触媒を含
み、ここで、該（Ｂ）成分中に含有されるケイ素結合水素原子と、該（Ａ）成分中に含有
されるケイ素結合アルケニル基とのモル比が０．３：１～５：１の範囲内である請求項３
に記載の方法。
【請求項１１】
　硬化シリコーン組成物とプラスチックとを含み、請求項１に記載の方法に従って再利用
可能である組成物。
【請求項１２】
　前記硬化シリコーン組成物が水中で有効な１未満の比重を有し、且つ請求項１に記載の
方法に従って再利用可能である請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記組成物が消費者包装であり、前記硬化シリコーン組成物の前記比重が１未満であり
、且つ該硬化シリコーン組成物が、製品を分配する開口部を含む請求項１２に記載の組成
物。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、硬化シリコーン組成物とプラスチックとを分別する方法に関する。該方法の
第１の工程は、硬化シリコーン組成物とプラスチックとを含む組成物を、硬化シリコーン
組成物の比重とプラスチックの比重との間の比重を有する液体と併せることを含む。該方
法の第２の工程は、硬化シリコーン組成物及びプラスチックを、液体中で層別化させるこ
とを含み、第３の工程は、プラスチック又は硬化シリコーン組成物の層のいずれかを液体
から除去することによって、硬化シリコーン組成物とプラスチックとを物理的に分別する
ことを含む。
【０００２】
　　［関連出願の相互参照］
　該当なし。
【背景技術】
【０００３】
　プラスチックを再利用することの利点はよく知られており、省エネ、省資源、環境保護
及びコスト削減を含む。使用済みプラスチックの再利用プロセスは、まず、使用されたプ
ラスチック物品を回収することによって機能する。今日、大半の都市がプラスチックの回
収プロセスの準備を整えている。典型的に、プラスチック物品が回収されると、それらは
、回収される他の再利用可能な材料と分別され、プラスチックの組成に応じて選別される
。この初期の選別後に、プラスチックは破壊され（punctured）、梱包されて、再生業者
に送られ、再生業者が、再利用されるプラスチックの質を下げるおそれのある任意の残留
非プラスチック材料からプラスチックを分別することを含むさらなる加工にプラスチック
をかける。
【０００４】
　再生プロセスにおいてプラスチックを他の材料から分別する一手段は、一連の洗浄工程
を介する。洗浄工程では、材料を水中に配置して、水よりも小さい比重を有する材料が浮
遊し、且つ水よりも大きい比重を有する所望のプラスチックが沈下することで、より大き
い密度のプラスチックから他の材料を分別することを可能とする。その後、プラスチック
をさらに加工にかけ、製造業者に対して販売されるフレーク状にし、製造業者がこのフレ
ークを溶融して新たな製品を形成する。この方法に関する１つの問題は、同様の比重を有
する材料を適切に分別することができないか、又はお互いから除去することができないこ
とである。
【０００５】
　硬化シリコーンは、プラスチックボトル内のバルブダイヤフラム（valve diaphragms）
等の分野においてプラスチックと共に適用されている。硬化シリコーンは、弾性を厳密に
制御することができ、熱安定性が優れており、且つ優れた低温可撓性を有し、一様な性能
を包装毎に且つ種々の条件にわたって提供することから有益である。しかしながら、プラ
スチックとの硬化シリコーンの使用は、硬化シリコーンをプラスチックから分別すること
が困難であることから、プラスチックの再利用プロセスにおいて課題を生じさせる。硬化
シリコーンが再利用プロセスを通じてプラスチック中に残留する場合、得られる再利用プ
ラスチックは、部分的な変色（areas of discoloration）といった問題から低い品質を有
する可能性がある。これらの欠点を隠すために、製造業者は、濃い着色といったさらなる
工程をとらなければならず、これにより、再利用プラスチックの用途が限定されてしまう
。これらの付加価値をもたないさらなる工程を回避するために、リサイクル業者は、硬化
シリコーンをプラスチックリサイクル流から手作業で取り除かなければならないが、これ
は関連コストを大幅に跳ね上げる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　したがって、本発明者は、硬化シリコーンをプラスチックから分別する新規な手段を開
発した。これにより、手作業による分別の必要性が減少又は解消される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、硬化シリコーンとプラスチックとを分別する方法に関する。該方法の第１の
工程は、硬化シリコーン組成物及びプラスチックを、硬化シリコーン組成物の比重とプラ
スチックの比重との間の比重を有する液体と併せることを含む。上記方法の第２の工程は
、硬化シリコーン組成物とプラスチックとを液体中で層別化させることを含み、第３の工
程は、液体からプラスチック層又は非プラスチック層のいずれかを除去することによって
、硬化シリコーン組成物及びプラスチックを物理的に分別することを含む。
【０００８】
　本明細書中で用いられる場合、「硬化」とは、縮合、重合又は付加等の化学反応による
シリコーンポリマー又はシリコーン樹脂の物理特性の改変を意味するように意図され、通
常、熱、圧力、架橋剤、フリーラジカルの生成、ＵＶ若しくはエネルギー線、若しくは触
媒、又はそれらの何らかの組み合わせの作用によって達成される。
【０００９】
　本明細書中で用いられる場合、「中空」とは、いずれの固体材料も含まない領域を包含
する材料を意味するように意図され、シェルが固体材料であり且つコアが空気及び／又は
特定のガスである泡等のコアシェル構造体、及び固体フォーム又は「スイスチーズ」型構
造体等の複数の間隙（又は泡）を含有する半固体の不連続な構造体と考えられる。
【００１０】
　本明細書中で用いられる場合、「シリコーン」とは、ケイ素に結合する種々の有機ラジ
カルを有してケイ素原子と酸素原子とを交互に含むシロキサンポリマーを意味するように
意図され、シリコーン樹脂及びかかる結合を含有するポリマーが挙げられるが、これらに
限定されない。
【００１１】
　本明細書中で用いられる場合、「間隙」とは、フォーム内の空気又は気体のポケット等
の材料内の空間を意味するように意図される。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、硬化シリコーン組成物とプラスチックとを分別する方法に関する。該方法の
第１の工程は、硬化シリコーン組成物及びプラスチックを、硬化シリコーン組成物の比重
とプラスチックの比重との間の比重を有する液体と併せることを含む。上記方法の第２の
工程は、硬化シリコーン組成物及びプラスチックを液体中で層別化させることを含み、第
３の工程は、液体から層の一方を除去することによって、硬化シリコーン組成物及びプラ
スチックを物理的に分別することを含む。
【００１３】
　本発明の第１の工程は、硬化シリコーン組成物及びプラスチックを、硬化シリコーン組
成物の比重とプラスチックの比重との間の比重を有する液体と併せることを含む。併せる
工程は、固体材料を液体に併せるか又は投入する当該技術分野で既知の好適ないずれかの
手段によって達成され得る。硬化シリコーン組成物及びプラスチックを本発明の液体に投
入する手段の例としては、エアー搬送、ベルト搬送、リボン搬送若しくはスクリュー搬送
、又は手作業による添加が挙げられるが、これらに限定されない。
【００１４】
　硬化シリコーン組成物及びプラスチックを液体と併せる前に、プラスチック及び硬化シ
リコーン組成物を前処理してもよい。かかる前処理の例としては、破砕、チョッピング、
粉砕及び／又は洗浄が挙げられるが、これらに限定されない。この手段を用いて、プラス
チック及び硬化シリコーン組成物は典型的に個々の断片へと破壊される。上記の破砕、チ
ョッピング、粉砕及び／又は洗浄を実施するには当該技術分野で既知のいずれの手段を用
いてもよい。当業者は、所望の処理を実施する適切な設備をどのように選択すれば良いか
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を知っているであろう。
【００１５】
　本発明の硬化シリコーン組成物はオルガノポリシロキサン組成物を含み、液体の比重か
らみてプラスチックの比重とは逆の比重を有する。即ち、プラスチックの比重が液体の比
重よりも大きい場合には、硬化シリコーン組成物の比重は、硬化シリコーン組成物が液体
中に浮遊するようなものとなり、プラスチックの比重が液体の比重よりも小さい場合には
、硬化シリコーン組成物の比重が液体の比重よりも大きくなる。したがって、本発明の硬
化シリコーン組成物の実際の比重は様々な値を取り得る。一実施形態において、本発明の
硬化シリコーン組成物は１未満の比重であり、別の実施形態では、硬化シリコーン組成物
の比重が０．９９未満であり、別の実施形態では、硬化シリコーン組成物の比重が約０．
５から１未満であり、別の実施形態では、硬化シリコーン組成物の比重が約０．８～約０
．９９であり、別の実施形態では、硬化シリコーン組成物の比重が約０．９～約０．９９
であり、別の実施形態では、硬化シリコーン組成物の比重が約０．９５～約０．９９であ
り、別の実施形態では、硬化シリコーン組成物の比重が約０．９４～約０．９８であり、
別の実施形態では、硬化シリコーン組成物の比重が約１．０～約１．５であり、別の実施
形態では、硬化シリコーン組成物の比重が約１．０１～約１．３５であり、別の実施形態
では、硬化シリコーン組成物の比重が約１．１～約１．３０であり、別の実施形態では、
硬化シリコーン組成物の比重が１よりも大きい。硬化シリコーン組成物の比重は、標準温
度及び標準圧力における硬化シリコーン組成物のグラム単位の重量及び立方センチメート
ル単位の体積を測定することによって、水に対して求められる。
【００１６】
　一実施形態において、実際の又は測定された硬化シリコーン組成物の比重は、液体の比
重よりも大きいが、空気が閉じ込められているか又は硬化シリコーン表面上に核を成すた
め、硬化シリコーン組成物は浮遊及び／又は層別化する。閉じ込められているか又は核を
成した空気は、硬化シリコーンに、溶媒の比重よりも小さい有効な比重をもたらすことに
より、実際の測定された比重に基づき硬化シリコーンが沈下すると予想される場合でも、
硬化シリコーンを液体において浮遊及び／又は層別化させる。一実施形態において、硬化
シリコーンの実際の測定された比重は１よりも大きいが、この場合水である液体中におけ
る有効な比重は１未満であり、そうであれば硬化シリコーンは浮遊する。
【００１７】
　硬化シリコーン組成物は、それを構成するオルガノポリシロキサン組成物に好適ないず
れかの方法によって生成され得る。硬化シリコーン組成物を生成する生成方法の唯一の限
定は、得られる硬化シリコーン組成物が、本発明の分別プロセスに所望の比重、及び目的
用途に関する特性を示すことである。硬化シリコーン組成物は、高温硬化若しくは室温硬
化、射出成形、プレス加硫、押出し、又は圧力を用いないか若しくは用いたカレンダー処
理によって生成され得る。一実施形態において、硬化シリコーン組成物は、射出成形によ
り熱硬化性オルガノポリシロキサン組成物を白金触媒により硬化することによって形成さ
れ得る。硬化シリコーン組成物は、目的用途に要求される任意の形状又は形態で生成され
得る。
【００１８】
　本発明の硬化シリコーン組成物はオルガノポリシロキサン組成物を含む。本発明の再利
用プロセスにおいて層別化する所望の比重を有し且つ目的用途に関する所望の適用特性を
有する硬化シリコーン組成物を生成するものであれば、本発明のオルガノポリシロキサン
組成物の限定は全くない。まず、本発明の硬化シリコーン組成物を生成するような液体オ
ルガノポリシロキサンを後に記載するが、これにはシリコーンガムの使用も考慮される。
一実施形態において、オルガノポリシロキサン組成物は、熱硬化性オルガノポリシロキサ
ンと、触媒又は架橋剤とを含み、高温で硬化して本発明の硬化シリコーン組成物を形成す
る。関連する実施形態では、本発明の硬化シリコーン組成物を形成する熱硬化性オルガノ
ポリシロキサン組成物が、（Ａ）各分子中に少なくとも２つのケイ素結合アルケニル基を
含有するアルケニルポリシロキサン、（Ｂ）各分子中に少なくとも２つのケイ素結合水素
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原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン、（Ｃ）金属白金原子をもたらす白
金触媒、及び（Ｄ）間隙形成材料を含み、ここで、（Ｂ）成分中に含有されるケイ素結合
水素原子と、（Ａ）成分中に含有されるケイ素結合アルケニル基とのモル比は０．３：１
～５：１の範囲内である。本発明による硬化シリコーン組成物を形成するのに用いられ得
る市販の熱硬化性オルガノポリシロキサン組成物の例としては、ＳＩＬＡＳＴＩＣ　９４
－５９５、９９－５９５、９２８０／３０、９２８０／６０Ｅ、９２８０／７０Ｅ、９２
８０／７５Ｅ、ＬＣ－２０－２００４、ＬＣ－３０－２００４、ＬＣ－４０－２００４、
ＬＣ－４５－２００４、ＬＣ－５０－２００４、ＬＣ－６０－２００４、ＬＣ－６５－２
００４、ＬＣ－７０－２００４、及びＬＣ－７５－２００４等のＳＩＬＡＳＴＩＣ（登録
商標）の名でＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇにより販売されているものが挙げられる。
【００１９】
　本発明の熱硬化性（theremosetting）オルガノポリシロキサンの硬化時間は、オルガノ
ポリシロキサンの厚み及び硬化温度に応じて決まる。典型的に、熱硬化性オルガノポリシ
ロキサンが硬化する時間は、温度が上がるにつれて短くなる。当業者は、特定の熱硬化性
オルガノポリシロキサンの硬化速度、及び射出成形等の適用を最適化するのにどのように
温度及び圧力を選択すれば良いのかを知っているであろう。射出成形プロセスの硬化速度
を適切にするために、本発明の熱硬化性オルガノポリシロキサンの硬化速度を変更するこ
とができる。本発明の一実施形態では、硬化温度は約５０℃～約３００℃であり、別の実
施形態では、約１００℃～約２５０℃であり、別の実施形態では、約１５０℃～約２５０
℃であり、別の実施形態では、約１７５℃～約２２５℃である。
【００２０】
　別の実施形態では、オルガノポリシロキサン組成物は、室温で硬化して硬化シリコーン
組成物を形成するオルガノポリシロキサン組成物から成る。一実施形態において、室温硬
化性オルガノポリシロキサン組成物は、シラノール化合物及び／又は１つ又は複数のシラ
ノール基を含有するオルガノポリシロキサンと、各分子中に１つ又は複数のケイ素結合水
素原子を有するオルガノハイドロジェンポリシロキサンと、触媒とを含む。別の実施形態
では、室温硬化性オルガノポリシロキサン組成物が、１つ又は複数のシラノール基を有す
るオルガノポリシロキサンと、アルコキシシロキサンと、触媒とを含む。別の実施形態で
は、室温硬化性オルガノポリシロキサン組成物が、アセトキシオルガノシランと、１つ又
は複数のシラノール基を含有するオルガノポリシロキサンとを含み、水分に曝されると硬
化する。別の実施形態では、室温硬化性オルガノポリシロキサン組成物が、メトキシオル
ガノシランと、シラノール化合物及び／又は１つ又は複数のシラノール基を含有するオル
ガノポリシロキサンとを含み、水分に曝されると硬化する。
【００２１】
　本発明のオルガノポリシロキサン組成物は、金属触媒及び／又は架橋剤（有機過酸化物
又は無機過酸化物、白金、ロジウム、スズ（ジブチルスズジラウレート、ジブチルスズジ
アセテート又はオクタン酸第一スズ等）、又は多元触媒（塩化第一スズ又は（our）ポリ
スルフィド白金化合物）が挙げられるが、これらに限定されない）を含有し得る。
【００２２】
　オルガノポリシロキサン組成物は、得られる本発明の硬化シリコーン組成物の比重を低
減させる材料をさらに含み得る。比重を低減させるこれらの材料は、本発明の硬化シリコ
ーン組成物中に間隙を形成するため、「間隙形成」材料と記載することもでき、またこれ
らとしては、圧入ガス、反応生成ガス、固体又は硬いフォームの一部、中空ガラス又はセ
ラミック球、熱膨張ポリマー又はプラスチックビーズ、及び熱分解して気体を形成する有
機材料が挙げられるが、これらに限定されない。一実施形態において、オルガノポリシロ
キサン組成物は、その硬化プロセスの副生成物として気体を生成する。気体が、得られる
硬化シリコーン組成物内部に捕捉されて、硬化シリコーン組成物中に間隙又は気泡を形成
することにより、得られる硬化シリコーン組成物の比重が低減する。より多くの気体が生
成及び捕捉されるほど、得られる硬化シリコーン組成物の比重は小さくなる。当業者は、
オルガノポリシロキサン組成物を硬化させて所望の比重の硬化シリコーン組成物をもたら
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すように、適切な量の気体を生成する適切なオルガノポリシロキサン組成物を選択するこ
とができる。別の実施形態では、オルガノポリシロキサン組成物が、硬化プロセス中に熱
分解して気体を生成し、その後、硬化シリコーン組成物中に捕捉されて硬化シリコーン組
成物中に間隙又は泡を形成する有機材料をさらに含む。別の実施形態では、本発明のオル
ガノポリシロキサン組成物は、熱硬化性オルガノポリシロキサン組成物の硬化工程中に膨
張して得られる硬化シリコーン組成物の比重を低減させる熱膨張ポリマーをさらに含む。
別の実施形態では、本発明のオルガノポリシロキサン組成物が中空粒子をさらに含み、生
成される得られる硬化シリコーン組成物の比重を低減させる。
【００２３】
　オルガノポリシロキサン中に組み込まれて硬化シリコーンの比重を低減させる材料、又
は「間隙形成」材料は、目的とされる再利用プロセスのための前処理後に硬化シリコーン
が層別化及び／又は浮遊するように、オルガノポリシロキサン組成物中に十分に分散され
ている必要がある。例えば、硬化シリコーンが中空ガラス球を含む場合、液体と併せる前
の前処理プロセスの一部として硬化シリコーンを破砕するのであれば、許容可能な量の硬
化シリコーンの破砕された断片について液体中に所望されるような層別化が行われるよう
に、ガラス球を硬化シリコーン中に十分に分散させる必要がある。しかしながら、ガラス
球等の比重を低減させる材料の不均一又は不均質な分布が望まれ得る用途も考慮される。
分布が不均一である場合には、ガラス球の不均一な分布によって生じる硬化シリコーンの
比重のばらつきのために本発明の層別化プロセスを無効なものにしないように、前処理プ
ロセスの選択及び／又は実行の際に注意が必要となることがある。
【００２４】
　当業者は、目的用途に好適であり且つ許容される所望の比重を有する硬化シリコーン組
成物を生成する適切なオルガノポリシロキサンを選択するか、又はこのような硬化シリコ
ーン組成物を生成する材料を組み込むことができるであろう。小さい比重を有する硬化シ
リコーン組成物、及びそれらの製造方法の例に関しては、例えば、米国特許第６，３３３
，３６４号明細書、米国特許第６，２９７，２９１号明細書、米国特許第６，２６１，２
１４号明細書、米国特許第６，１２７，４５７号明細書、及び米国特許第５，９８１，６
１０号明細書（これらの記載は参照により本明細書に援用される）を参照されたい。
【００２５】
　本発明のオルガノポリシロキサン組成物は、さらなる任意選択的な成分を含んでいても
よく、これらとしては、顔料、阻害剤、増量フィラー、ヒュームドシリカ、沈降シリカ、
増白剤、フレーバーエンハンサー、抗菌剤、ビタミン及びフレグランスが挙げられるが、
これらに限定されない。
【００２６】
　本発明の中空粒子としてはガラス球が挙げられ得るが、これらに限定されない。ガラス
球は、様々なサイズ及び厚みをとり得るが、球は通常、回分処理プロセス、硬化プロセス
及び用いられる場合には過度の破壊を伴わない射出成形プロセスに関する応力に耐える十
分な強度を有する。射出成形中に破壊される球は、最終的な硬化シリコーン組成物の比重
の低減を低下させ、且つ／又はその低減を妨げる場合がある。射出成形プロセス中のガラ
ス球の強度は、当該技術分野で既知の方法によって測定されるそれらのアイソスタチック
破砕強度（isostatic crush strength）に比例する。
【００２７】
　本発明によれば、「アイソスタチック破砕強度」とは、特定の平均密度の本発明のガラ
ス球の平均残存率が約８０％～９０％である圧力を意味することが意図される。一実施形
態において、ガラス球の破砕強度は８，０００ポンド／１平方インチ（ｐｓｉ）より大き
く、別の実施形態では、破砕強度が１０，０００ｐｓｉより大きく、別の実施形態では、
破砕強度が１４，０００ｐｓｉより大きく、別の実施形態では、破砕強度が１８，０００
ｐｓｉより大きく、別の実施形態では、破砕強度が２７，０００ｐｓｉより大きい。別の
実施形態において、ガラス球の破砕強度は約１７，０００ｐｓｉ～約２９，０００ｐｓｉ
である。さらに、本発明のガラス球に要求されるアイソスタチック破砕強度は、射出成形



(8) JP 2010-517760 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

プロセス中の射出圧力及び金型のゲートサイズに依存する。作り出される剪断が小さいこ
とにより、大きなゲートほどあまり力が加わらないことから、比較的小さい破砕強度を有
するガラス球の使用、又は比較的大きな射出圧力の使用が可能になる。反対に、ゲートサ
イズが小さいほど、作り出される剪断は大きくなり、それゆえ、ガラス球上により大きな
力が加わるため、比較的大きい破砕強度を有するガラス球の使用、又は比較的小さい射出
圧力の使用が必要とされる。
【００２８】
　本発明のガラス球の密度は、最終的な硬化シリコーン組成物の比重に影響を与える。ガ
ラス球の用量が一定のままであれば、得られる硬化シリコーン組成物の比重は、使用され
るガラス球の密度が小さくなるにつれて低減する。本発明の一実施形態では、ガラス球が
約０．４ｇ／ｃｍ3～約０．８ｇ／ｃｍ3の密度を有し、別の実施形態では、ガラス球が約
０．５ｇ／ｃｍ3～約０．８ｇ／ｃｍ3の密度を有し、別の実施形態では、ガラス球が約０
．５ｇ／ｃｍ3～約０．７ｇ／ｃｍ3の密度を有し、別の実施形態では、ガラス球が約０．
５５ｇ／ｃｍ3～約０．６５ｇ／ｃｍ3の密度を有する。ガラス球間隙形成材料の形状は球
として説明しているが、硬化シリコーン組成物の比重を有意に低減させるものであれば他
の形状も考慮される。また、本明細書に記載されるガラス球間隙形成材料の表面は処理し
ていないが、ガラス球の表面処理は、例えば、ガラス球のオルガノポリシロキサンとの結
合又はオルガノポリシロキサン中へのガラス球のより良好な組込みを可能にすることが考
えられる。ガラス球を、例えば、商品名Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｚ－６３００及びＺ－
６５１８で販売されているもの等のオルガノ官能性シランカップリング剤で処理してもよ
い。
【００２９】
　本発明のガラス球の平均直径は様々な値をとり得る。一実施形態において、ガラス球の
平均径は約１０ミクロン～約１００ミクロンであり、別の実施形態では、ガラス球の平均
径が約１５ミクロン～約７５ミクロンであり、別の実施形態では、ガラス球の平均径が約
１５ミクロン～約５０ミクロンであり、別の実施形態では、約１５ミクロン～約３５ミク
ロンである。本発明に有用な市販のガラス球の例としては、Ｔｒｅｌｌｅｂｏｒｇ　Ｅｍ
ｅｒｓｏｎ　＆　ＣｕｍｉｎｇからのＥｃｃｏｓｐｈｅｒｅｓ、Ｐｏｔｔｅｒｓ　Ｉｎｄ
ｕｓｔｒｉｅｓ，　Ｉｎｃ．からのＳＰＨＥＲＩＣＥＬ（登録商標）６０Ｐ１８、並びに
３ＭからのＳ６０、Ｓ６０ＨＳ及びｉＭ３０Ｋ　Ｇｌａｓｓ　Ｂｕｂｂｌｅｓが挙げられ
る。
【００３０】
　オルガノポリシロキサン組成物中のガラス球の用量に対する唯一の実質的な制限は、高
用量の際に、ガラス球が、最終用途において得られる硬化シリコーン組成物の性能を許容
不可能なレベルにまで下げるおそれがあることである。当業者は、硬化プロセス又は硬化
シリコーン組成物の性能がガラス球の用量によって許容不可能な程度まで変化する場合を
知っているであろう。オルガノポリシロキサン組成物中のガラス球の用量は様々な値をと
り得る。一実施形態において、硬化シリコーン組成物は約３重量％～約５０重量％のガラ
ス球を含み、別の実施形態では、硬化シリコーン組成物が約５重量％～約３０重量％のガ
ラス球を含み、別の実施形態では、硬化シリコーン組成物が約４重量％～約１５重量％の
ガラス球を含み、別の実施形態では、硬化シリコーン組成物が約１０重量％～約１４重量
％のガラス球を含む。
【００３１】
　本発明のプラスチックは決して限定されない。本発明の方法を用いて再利用され得る商
業目的で一般的に使用される任意の有機プラスチックも考慮される。本発明に好適なプラ
スチックは、熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂として分類することができる。熱可塑性樹脂
は、続く加熱及び冷却サイクルにより、加熱されると軟化して流動し、その後、冷却され
ると硬化して、相転移を繰り返す。反対に、熱硬化性樹脂は、さらなる加熱及び冷却サイ
クルによって、初めに液化した後、安定なポリマー架橋の形成により硬化して流動するこ
とはない。さらに、本発明の熱可塑性プラスチックは、非晶質類及び結晶性類にさらに分
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割することができる。本発明のプラスチックの例としては、高密度ポリエチレン（ＨＤＰ
Ｅ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）、ポリ塩化ビニリデン、ポリ（塩化ビニル）、ポリアミドイミド、ポリエーテ
ルスルホン、ポリアリールスルホン、ポリエーテルイミド、ポリアリーレート、ポリスル
ホン、ポリアミド（非晶質）、ポリカーボネート、スチレン－無水マレイン酸、塩素化ポ
リ（塩化ビニル）、ポリ（メタクリル酸メチル）、スチレン－アクリロニトリル、ポリス
チレン、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）、ポリエーテルケトン、ポ
リエーテルエーテルケトン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ（フェニレンスルフィド
）、液晶高分子、ナイロン又はポリアミド、及びアセタール樹脂又はポリオキシメチレン
が挙げられるが、これらに限定されない。本発明の一実施形態において、プラスチックは
ＰＥＴであり、別の実施形態では、本発明のプラスチックはＡＢＳである。
【００３２】
　本発明のプラスチックは、パイプ押出し、チューブ押出し、異形押出し、インフレーシ
ョン法、キャストフィルム押出し、シート押出し、押出しコーティング、フォーム押出し
、射出成形、構造発泡成形、ブロー成形、回転成形、発泡性ポリスチレン成形、熱成形、
カレンダー処理、キャスティング、圧縮成形、トランスファー成形、オープンモールド加
工、引抜成形、反応射出成形、及び樹脂トランスファー成形を含むが、これらに限定され
ない当該技術分野で既知のいずれの方法によっても任意の種々の形態に作製及び成形する
ことができる。
【００３３】
　本発明の液体は、限定されることなく、プラスチックを再利用する際に用いて再利用さ
れる他の成分からプラスチックを分別するのに役立ち得るいずれの液体であってもよい。
本発明の一実施形態では、この液体は、水から成り、約１の比重を有する。別の実施形態
では、第１の液体と、その第１の液体と混和する第２の液体との混合物である。第１の液
体の例としては、水、低分子量有機アルコール及びグリコールが挙げられるが、これらに
限定されない。第２の液体の例としては、水、低分子量有機アルコール及びグリコールが
挙げられるが、これらに限定されない。比重を低減させる液体の一部として含まれる場合
、第２の液体の添加量は、プラスチックと硬化シリコーン組成物とを層別化するのに要求
される比重に応じて変わる。大抵の場合、プラスチック及び硬化シリコーン組成物の両方
の比重が水の比重未満である場合にしか、第２の液体は添加されない。プラスチックの比
重が水の比重よりも大きい場合には、シリコーン及びプラスチックが水中で層別化するよ
うに水よりも低い比重の硬化シリコーン組成物が用いられ得る。
【００３４】
　標準温度及び標準圧力における液体の比重は、本発明に従い様々な値を取り得る。一実
施形態において、液体の比重は約０．６～約１．５であり、別の実施形態では、液体の比
重が約０．６～約１．２であり、別の実施形態では、液体の比重が約０．６～約１であり
、別の実施形態では、液体の比重が約０．７０～約１であり、別の実施形態では、液体の
比重が約０．７９～約１．１０であり、別の実施形態では、液体の比重が約０．７９～約
１であり、別の実施形態では、液体の比重が約０．８５～約１．１０であり、別の実施形
態では、液体の比重が約０．８～約１である。当業者は、所望の比重を達成するのに液体
をどのように配合したら良いか、又はどのように塩を添加したら良いかを知っているであ
ろう。
【００３５】
　液体中における硬化シリコーン組成物とプラスチックとの層別化を妨げるものでなけれ
ば、さらなる材料を本発明の液体に添加してもよい。かかる材料の例としては、酸、塩基
、溶媒、セッケン、界面活性剤、洗剤、無機塩、キレート剤、酸化物、ポリオール、及び
再利用プロセスを促進させるように一般的に添加される他の材料が挙げられるが、これら
に限定されない。添加されるどのような成分であっても層別化プロセスに支障をきたすか
、又は再利用プラスチックの特性に悪影響を及ぼすものでなければ、分別液に添加され得
るものの限定は実質的にない。例えば、或る特定の材料が硬化シリコーン組成物とプラス
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チックとの分別を遅らせ且つ妨げ得ることが予測可能であれば、それらの添加はとりやめ
る。
【００３６】
　本発明の第２の工程は、液体中で硬化シリコーン組成物とプラスチックとを層別化させ
ることを含む。上記の分別プロセスで典型的に用いられるいずれの設備（タンク、槽、パ
イプ及び／又は遠心分離機を含むが、これらに限定されない）においてもかかる層別化は
行われ得る。さらに、本発明による硬化シリコーン組成物とプラスチックとを層別化させ
る手段としては、攪拌又は物理的操作することなく硬化シリコーン組成物及びプラスチッ
クをタンク内に放置させること、及び／又は、当該技術分野で既知の手段（振とう、遠心
分離、攪拌又はエアレーション等であるが、これらに限定されない）による層別化を助長
するか又は促進させることが挙げられるが、これらに限定されない。本発明によるシリコ
ーンとプラスチックとを層別化させる付加的な手段としては、連続する分別プロセスの一
環として、流れとして移動又は流動している水中でシリコーン及びプラスチックを運搬す
ることが挙げられる。
【００３７】
　本発明の第３の工程は、層の１つを液体から除去することによって硬化シリコーン組成
物とプラスチックとを物理的に分別することを含む。この物理的分別は、手作業によるす
くい上げ（scooping）、層の１つをタンクからスクリーニング又は濾過すること、例えば
導管を介したタンクからの１つの層の分水等であるが、これらに限定されない当該技術分
野で既知の任意の方法により行うことができ、層はさらに濾過、スクリーニング、洗浄及
び／又は層別化することができる。また、層が除去される順序の限定はない。プラスチッ
ク又は硬化シリコーン組成物の層を初めに除去することにより１つずつ層を除去してもよ
く、又は両方の層を同時に除去てもよい。
【００３８】
　本発明の方法によれば、硬化シリコーン組成物及びプラスチックを、水と併せる前に機
械プロセス又は物理プロセスにかけ、液体中での材料のより容易な分別を可能にすること
ができる。このような先の機械プロセス又は物理プロセスの例としては、粉砕、チョッピ
ング又は破砕が挙げられるが、これらに限定されない。これらのプロセスは、かかる加工
に好適な任意の既知の工業用設備を用いて実行することができる。当業者は、液体と併せ
る前にシリコーン及びプラスチック材料を加工する適切な設備をどのように選択したら良
いかを知っているであろう。
【００３９】
　本発明の方法によれば、物理的に分別される前及び／又は分別された後に、硬化シリコ
ーン組成物及び／又はプラスチックをさらなる洗浄工程にかけてもよい。このような洗浄
工程は、当該技術分野で既知のいずれの方法によっても実施され、且つかかる洗浄に関し
て当該技術分野で既知のいずれの設備においても、またいずれの設備によっても水等の任
意の好適な溶媒を用いて実施することができる。
【実施例】
【００４０】
　以下の実施例は本発明の好ましい実施形態を例証するように含まれる。続くこれらの実
施例に開示される技法は、本発明者によって開発された技法が本発明の実施において良好
に機能することを示し、それゆえ、その実施に際して好ましい形態を構成するとみなすこ
とができることが、当業者により理解されるであろう。しかしながら、当業者は、本開示
を鑑みて、本発明の精神及び範囲を逸脱することなく、開示される特定の実施形態におい
て数多くの変更を為し、同様の又は類似の結果を依然として得ることができることを理解
するものとする。全てのパーセンテージは、明確に示さない限り重量％単位である。
【００４１】
硬化シリコーン組成物の例
　以下の実施例１、２及び３は、本発明による硬化シリコーン組成物の処方である。実施
例１、２及び３は、ジメチルビニルシロキシ末端ジメチルシロキサン（ＤＶＤＭＳ）と非
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晶質シリカとを予備混合し、非晶質シリカをＤＶＤＭＳで浸潤させることによって調製さ
れる。非晶質シリカを浸潤させたら、中空ガラス（ガラス球）以外の他の成分を添加し、
均質になるまで混合する。混合物が均質になったら、混合しながら中空ガラス球を添加す
る。その組成物を射出成形して本発明の硬化シリコーン組成物を形成する。
【００４２】
　標準温度及び標準圧力における硬化シリコーン組成物の重量（グラム）をその体積（立
方センチメートル）で除すことによって、硬化シリコーン組成物の比重を水に関して求め
る。
【００４３】
【表１】

【００４４】
実施例４
分別プロセスの例
　ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）プラスチックボトルに、実施例２の組成物をお
よそ１０，０００ｐｓｉの圧力及び２００℃の温度で射出成形することによって形成され
る硬化シリコーン組成物バルブを装着する。ビーズ破砕がいくらか観測されたが、もたら
される硬化の阻害は、得られる硬化シリコーン組成物を使用不可能にする程のものではな
かった。ＰＥＴプラスチックボトル及び硬化シリコーン組成物バルブをその後共に破砕さ
せる。破砕したＰＥＴ及び硬化シリコーン組成物をその後、水槽内に手作業でかき集める
。槽内の水及び破砕材料を２４時間放置する。２４時間の放置後、硬化シリコーン組成物
及びＰＥＴは水中で層別化し、硬化シリコーン組成物層がＰＥＴ層の上に位置していた。
硬化シリコーン組成物層、及び硬化シリコーン組成物層中の他の材料を、スチールメッシ
ュの濾し器を用いて槽から手作業で除去する。槽内に残るプラスチックを、取り出し、繰
り返し洗浄し、且つフレーク状に破砕させた後、溶融して新たなＰＥＴ製品とする準備を
整える。
【００４５】
実施例５
分別プロセスの例
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　高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）プラスチックボトルに、実施例１の組成物を１０，０
００ｐｓｉの圧力及び２００℃の温度で射出成形することによって形成される硬化シリコ
ーン組成物バルブを装着する。ビーズ破砕がいくらか観測されたが、もたらされる硬化の
阻害は、得られる硬化シリコーン組成物を使用不可能にする程のものではなかった。ＨＤ
ＰＥプラスチックボトル及び硬化シリコーン組成物バルブをその後共に破砕させる。破砕
したＨＤＰＥ及び硬化シリコーン組成物組成物をその後、水槽内に手作業でかき集める。
槽内の水及び破砕材料を２４時間放置する。２４時間の放置後、硬化シリコーン組成物及
びＨＤＰＥは水中で層別化し、硬化シリコーン組成物層がＨＤＰＥ層の下に位置していた
。ＨＤＰＥ層をスチールメッシュの濾し器を用いて槽から手作業で除去する。槽内に残る
硬化シリコーン組成物を取り出す。ＨＤＰＥを繰り返し洗浄し、且つフレーク状に破砕さ
せた後、溶融して新たなＨＤＰＥ製品とする準備を整える。
【００４６】
実施例６
分別プロセスの例
　ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）プラスチックボトルに、実施例３の組成物をお
よそ１０，０００ｐｓｉの圧力及び２００℃の温度で射出成形することによって形成され
る硬化シリコーン組成物バルブを装着する。ビーズ破砕がいくらか観測されたが、もたら
される硬化の阻害は、得られる硬化シリコーン組成物を使用不可能にする程のものではな
かった。ＰＥＴプラスチックボトル及び硬化シリコーン組成物バルブをその後共に破砕さ
せる。破砕したＰＥＴ及び硬化シリコーン組成物組成物をその後、水槽内に手作業でかき
集める。槽内の水及び破砕材料を２４時間放置する。２４時間の放置後、硬化シリコーン
組成物及びＰＥＴは水中で層別化し、硬化シリコーン組成物層がＰＥＴ層の上に位置して
いた。硬化シリコーン組成物層及び他の材料を、スチールメッシュの濾し器を用いて槽か
ら手作業で除去する。槽内に残るプラスチックを、除去し、繰り返し洗浄し、且つフレー
ク状に破砕させた後、溶融して新たなＰＥＴ製品とする準備を整える。
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